
状況を期日までに申告してください。

①収入金額等を証明する書類（源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など）

住所がありましたか？

扶養になっていますか？

税務署に所得税の確定申告書を提出しますか？（注）

源泉徴収票の内容以外に、追加する

（注）収入が公的年金のみの人※国外年金を除く

給与収入は１か所で、勤務先から給与
支払報告書が提出されていますか？

収入は給与収入だけですか？

源泉徴収税額がありますか？

申告が必要です

以下に当てはまるものがありますか？
①収入金額が記載された税の各種証明書（課税（非課税・所得）
　証明書）が必要となる
　※児童（扶養）手当、公営住宅入居、自立支援医療の給付、
　入国管理審査などの手続きで必要となります。
②国民健康保険（16歳以上）、介護保険、後期高齢者医療保険、
　いずれかの被保険者である
　※保険税（料）算定に必要になることがあります。
③子どもが保育所等を利用中または利用予定である。なお、
　現在育児休業等になり休職中の場合も申告してください。
　※保育料等の算定に必要となります。

申告は不要です申告は不要です

申告が必要です

申告が必要です

申告は不要です

申告は不要です

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

はい

●申告書の提出には、証明書類、個人番号（マイナンバー）確認書類、本人確認書類の添付または提示が必要です。

公的年金収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下となる人は、原則所得税の申告は不要です。この場合、
公的年金の支払者から送られてくる源泉徴収票の内容で計算しますので、源泉徴収票に記載してある所得控除以外で追加するもの（社会保険料控除、生命
保険料控除、扶養控除など）がある場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

控除等がありますか？

自己または家族のための屋敷がありますか？

はい

※市民税・県民税申告書の表面左上部の「令和７年中に収入のなかった方
　は左の欄にチェックしてください」の左の□にチェックしてください。

令和７年の１月１日～12月31日ま
での間に収入がありましたか？

◎問合せ先　ふじみ野市役所総務部税務課市民税係　 直通 049－262－9011

申告が必要です

令和8年度市民税・県民税の申告について
　令和８年度市民税・県民税申告書の提出期限は3月16日（月）までです。
　申告書は市民税・県民税を計算する資料となりますので、この「申告書の書き方」を参考に、令和7年中の

令和８年１月１日現在、ふじみ野市に事務所、事業所、令和８年１月１日現在、ふじみ野市に

　　申告書の提出の際には、次の①～④の添付または提示が必要ですので、御用意ください。

③本人の個人番号（マイナンバー）を確認できる書類（個人番号カード（マイナンバーカード）、通知カード、住民票の写し（個人番

④申告者の本人確認書類（運転免許証、健康保険の資格確認書、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど）

　　※申告の際は、以下の該当箇所に必ず記載してください。
　　・所得税の確定申告書　第２表「住民税に関する事項」
　　・市民税・県民税申告書　裏面「１４．寄附金に関する事項」

　　提出をしている方でも、申告書に寄附先から発行された前年分の寄附金受領証明書の添付が必要になります。

号（マイナンバー）の記載があるもの）など）

（注）所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書を提出される方は、『寄附金税額控除等に係る申告特例申請書』を寄附先団体に

●医療費控除を受ける方は、別紙「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、添付してください。
　　また、セルフメディケーション税制の適用を選択する方は、別紙「セルフメディケーション税制の明細書」への記入・添付と、予防
　接種・がん検診等の健康の維持増進及び疾病の予防のための一定の取組を行ったことがわかる書類の添付または提示をしてください。
●被扶養者がコンビニで税の各種証明書を取得するためには、申告が必要です（給与支払報告書等が勤務先等から提出されている場合を
　除く）。

②控除を証明する書類（控除証明書、領収書、学生証）

地方公共団体に対する寄附金について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する方（『寄附金税額控除等に係る申告特例申
請書』を寄附先団体に提出されている方）は、申告不要です。

なお、郵送にて申告書を提出する場合には、上記①～④（①、②は原本（学生証は写し）、③、④は写し）を同封してください。
●寄附金税額控除を受ける方は御注意ください。

●申告書表面５において、特別徴収・普通徴収の選択が可能な所得は、給与・公的年金等以外の所得に限られますので御注意ください。
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公的年金等に係る雑所得の速算表

65歳以上の人

受給者の年齢

65歳未満の人

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1, 000万円以下 2, 000万円超1, 000万円超～2, 000万円以下

収入金額＜Ａ＞

＜Ａ＞－1, 955, 000円

＜Ａ＞－1, 955, 000円
＜Ａ＞×0. 95－1, 355, 000円

＜Ａ＞×0. 95－1, 355, 000円
10, 000, 000円以上

10, 000, 000円以上

1, 300, 000円～4, 099, 999円
4, 100, 000円～7, 699, 999円

4, 100, 000円～7, 699, 999円

7, 700, 000円～9, 999, 999円

7, 700, 000円～9, 999, 999円

［12/31 現況］

［12/31 現況］

以後の生まれ）

以前の生まれ）

3, 300, 000円～4, 099, 999円

＜Ａ＞×0. 95－1, 455, 000円

＜Ａ＞×0. 95－1, 455, 000円

＜Ａ＞－1, 855, 000円

＜Ａ＞－600, 000円 ＜Ａ＞－500, 000円

＜Ａ＞－1, 855, 000円

＜Ａ＞－400, 000円

＜Ａ＞×0. 95－1, 255, 000円
＜Ａ＞－1, 755, 000円

＜Ａ＞×0. 95－1, 255, 000円
＜Ａ＞－1, 755, 000円

 3, 300 , 000円未満

 1, 300, 000円未満

＜Ａ＞－1, 000, 000円＜Ａ＞－1, 100, 000円

＜Ａ＞×0. 75－75, 000円＜Ａ＞×0. 75－175, 000円＜Ａ＞×0. 75－275, 000円
＜Ａ＞×0. 85－485, 000円＜Ａ＞×0. 85－585, 000円＜Ａ＞×0. 85－685, 000円

＜Ａ＞×0. 75－275, 000円 ＜Ａ＞×0. 75－75, 000円＜Ａ＞×0. 75－175, 000円
＜Ａ＞×0. 85－685, 000円 ＜Ａ＞×0. 85－485, 000円＜Ａ＞×0. 85－585, 000円

＜Ａ＞－900, 000円

（昭和36年1月2日

（昭和36年1月1日

58万円

一般の扶養親族

同 居 老 親 等
老人扶養親族

合計所得金額

特定扶養親族

同居老親等以外

16歳未満の扶養親族

33万円

45万円

38万円
45万円

控　除　額

0円

（以下の扶養親族以外）

（平成15年１月２日～平成19年１月１日生まれ）

（昭和31年１月１日以前生まれ）

（平成22年１月２日以後生まれ）

㉓扶養控除

2, 450万円超2, 500万円以下
2, 400万円超2, 450万円以下

適用なし2, 500万円超

2, 400万円以下
合計所得金額 控除額

43万円
29万円
15万円

㉕基礎控除

※「所得金額調整控除」

条
　
　
件

控
 除
 額

（1）給与等の収入金額

を扶養している、（b）

ずれかに該当する

的年金等に係る雑

し、その合計額が
10万円を超える

計算された控除額を給与所得から控除する。

円超の場合は10万円）

雑所得の金額（10万円

－10万円

所得の双方を有

（2）給与所得と公

歳未満の扶養親族も
しくは特別障害者等

特別障害者本人のい

850万円超で、（a）23

（給与所得金額（10万

＋公的年金等に係る

超の場合は10万円））

（給与等の収入金額

850万円）×10％
合は1 , 000万円）－
（1 , 000万円超の場

（１）（２）双方に該当する場合、（１）計算後の給
与所得により、（２）を計算する。

給与所得速算表

＜Ｂ＞は次の手順
で求めてください
＜Ａ＞÷4, 000＝
＜ａ＞（小数点
以下切り捨て）
＜ａ＞×4, 000＝
　　　　　＜Ｂ＞

収入金額＜Ａ＞ 所得金額

8, 500, 000円以上
6, 600, 000円～8, 499, 999円
3, 600, 000円～6, 599, 999円
1, 900, 000円～3, 599, 999円
651, 000円～1, 899, 999円
651, 000円未満 0円

＜Ａ＞－650, 000円
＜Ｂ＞×70％－80, 000円
＜Ｂ＞×80％－440, 000円
＜Ａ＞×90％－1, 100, 000円
＜Ａ＞－1, 950, 000円

㉔特定親族特別控除（平成15年１月２日～平成19年１月１日生まれ）
合計所得金額

58万円超95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下

控除額
４５万円
４１万円
３１万円
２１万円
１１万円
６万円
３万円

配偶者の合計所得金額
控除額

納税者本人の合計所得金額
950万円超
1, 000万円以下

900万円超
950万円以下900万円以下

38万円

33万円
33万円
33万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
 6万円
 3万円

26万円

22万円
22万円
22万円
21万円
18万円
14万円
11万円
 8万円
 4万円
 2万円

13万円

11万円
11万円
11万円
11万円
 9万円
 7万円
 6万円
 4万円
 2万円
 1万円

一般（上記以外）

老人（昭和31年1月
1日以前生まれ）

㉑
配
偶
者

　
控
除

㉒
配
偶
者
特
別
控
除

 58万円超 95万円以下
 95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超125万円以下
125万円超130万円以下
130万円超133万円以下

58万円以下



16
日
で
す
。
源
泉
徴
収
票
等
の
左
端
を
こ
こ
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

フリガナ

現 住 所
１月１日現在
の 住 所

氏 名

職業又は業種
電話番号

・ ・

表

印受

付

個人番号

続柄月日
生年

の氏名
世帯主

コード
基 本長宛て

県　　 民　　 税
市　　 民　　 税令 和 8 年 度 申 告 書

申
告
期
限
は
3
月

明・大・昭
平・令

3 所得から差し引かれる金額に関する事項

◯20

◯21 ◯22

⑬
社会保険料控除

⑯
地震保険料控除

生命保険料控除
⑮

社 会 保 険 の 種 類

合 計

円円
地 震 保 険 料 の 計

介 護 医 療 保 険 料 の 計

新 個 人 年 金 保 険 料 の 計

新 生 命 保 険 料 の 計

旧 長 期 損 害 保 険 料 の 計

旧 個 人 年 金 保 険 料 の 計

旧 生 命 保 険 料 の 計

支 払 っ た 保 険 料

円

円

円

円

円

障害者控除 フリガナ

氏名

配
偶
者

フリガナ

氏名

・・生年月日

合計所得金額
配 偶 者 の

2

1

1
・・フリガナ

氏名 合計所得

続柄個人番号

フリガナ

氏名

個   人   番   号

個   人   番   号

円

生年月日

介護保険・国民年金
その他（　　　　　　　　）

国民健康保険・後期高齢者医療保険

記
入
も
れ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

同居
別居

～

・同一生計配偶者
・配偶者特別控除
配 偶 者 控 除

番号
個人 □対象配偶者を除く。）

同一生計配偶者（控除

裏面にも記載する欄がありますので、注意してください。

雑 損 控 除

医療費控除
右の 2つの
うち、いず
れか片方の
みにチェック

損 害 の 原 因 損 害 年 月 日 損害を受けた資産の種類

・・
損 害 金 額

□医療費控除

□セルフメディケーション税制

差引損失額のうち災害関連支出の金額
円

支  払  っ  た  医  療  費  等

支払ったスイッチＯＴＣ医薬品の購入費

円円

円

円

円

円

保険金などで補塡される金額

保険金などで補塡される金額

保険金などで補塡される金額
◯27

◯28

明・大
昭・平

明・大・昭
平・令

（職員記入欄）

無□有□
無□有□
無□有□
無□有□

無□有□

無□有□
無□有□

（学校名）

⑰～⑱
寡 婦 控 除
ひとり親控除

⑰  ［ □死別　□生死不明　□離婚　□未帰還］□ 寡婦控除
□ ひとり親控除⑱

障害の
  程度

（身体）
（療育）
（精神）

級／度
級／度

級／度
手帳

認定書 □特別      □普通

障害の
  程度

（身体）
（療育）
（精神）

級／度
級／度

級／度
手帳

認定書 □特別      □普通

⑲勤労学生控除

いずれか
片方のみ

令和 7年中に収入のなかった方は左の欄に
チェックしてください

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「15」に氏名、個人番号、住所及び国外居住者である
場合は区分を記入してください。

　　年　　月　　日提出
整理欄

受付 入力 確認

2
・・フリガナ

氏名 合計所得

続柄個人番号

生年月日 同居
別居

明・大・昭
平・令

3
・・フリガナ

氏名 合計所得

続柄個人番号

生年月日 同居
別居

明・大・昭
平・令

4
・・フリガナ

氏名 合計所得

続柄個人番号

生年月日 同居
別居

明・大・昭
平・令

5
・・フリガナ

氏名 合計所得

続柄個人番号

生年月日 同居
別居

明・大・昭
平・令

6
・・フリガナ

氏名 合計所得

続柄個人番号

生年月日 同居
別居

明・大・昭
平・令

7
・・フリガナ

氏名 合計所得

続柄個人番号

生年月日 同居
別居

明・大・昭
平・令

障 害 者 控 除
勤 労 学 生 、

掛 金 控 除
小規模企業共済等

⑩

基 礎 控 除

扶 養 控 除

生命保険料控除
地震保険料控除

社会保険料控除

⑪
⑫
⑬
⑭

公的年金等

短 期
長 期

そ の 他

一 時

コ
ケ

キ

サ

雑

事
業
営 業 等
農 業

利 子
配 当
給 与

不 動 産
エ
オ
カ

イ
ウ

ア 円
1

収

入

金

額

等

事
業
営 業 等
農 業

不 動 産
利 子
配 当
給 与 ⑥

⑤
④
③
②
①

雑

総合譲渡・一時

⑨
⑧
⑦

2

所

得

金

額

雑 損 控 除

合 計

医療費控除

ク業 務

シ

総
合
譲
渡

そ の 他
業 務
公的年金等

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

⑮
⑯
⑰
～⑱
⑲
～⑳
◯　21
～◯　22

◯　23
特定親族特別控除 ◯　24

◯　25
◯　26
◯　27
◯　28
◯　29

4
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額 区

分

寡婦、ひとり親控除

配偶者（特別）控除

⑬から◯　までの計25

合 計
（◯＋◯＋◯）26 27 28

㉓
〜
㉔
扶
養
控
除
・
特
定
親
族
特
別
控
除
（
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
含
む
。
）

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の

□　給与から差引き（特別徴収）
□　自分で納付（普通徴収）

　　以外）の市民税・県民税の納税方法

5  給与・公的年金等に係る所得以外（令和8年
　　4月1日において65歳未満の方は給与所得

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2条
第 5項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

□　来年度は申告書の送付を希望しない
6 市民税・県民税申告書の送付不要

「医療費控除」欄の「区分」の□に「 1」と記入してください。
セルフメディケーション税制の適用を選択する場合には、

１収入金額等について

　　エ「利子」…公社債及び預貯金の利子などの収入です。

　　カ「給与」…給料、賃金、賞与などの収入です。

2 所得金額について

3所得から差し引かれる金額に関する事項

申 告 書 の 書 き 方

　この「書き方」は、申告書の様式にしたがって一般的なことがらにつ
いて説明してありますので、記載例とあわせてお読みください。
　御不明な点がありましたら、税務課までお問合せください。

本人ふじみ野　太郎

××× ×××× ××××

○

47, 750ふじみ野　花子
○

子

ふじみ野市福岡1丁目1番1号
同　上

127

22
960,000

5

ふじみ野　太　郎

フ ジ ミ ノ　　ハナコ

43

フ ジ ミ ノ タ ロ ウ 記
入
も
れ
に
御
注
意
く
だ
さ
い

● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

▲

△

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

ふじみ野　一郎

記
入

も
れ
に
御
注
意
く
だ
さ
い

200, 000500, 000

フ ジ ミ ノ　イチロウ

該
当
す
る
場
合
は
、記
入
も
れ
に
御
注
意
く
だ
さ
い

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｂ

Ｄ

地震保険料（合計）

Ａの金額×１／２

Ｃ＋Ｄ

～5, 000円

15, 001円～ 10, 000円

　　15, 000円

Ｂの金額

Ｂ×0. 5＋2, 500円

最高25, 000円

最高25, 000円

5, 001円～ 
円

円

円

円

円

円

Ｂの金額 旧長期損害保険料の控除額
旧長期損害保険料（合計）

種　類

寡　　婦

扶養の有無など

合計所得金額が500万円以下

合計所得金額が500万円以下

合計所得金額が500万円以下

本人の所得要件 控除額

26万円

30万円

26万円

　　ウ「不動産」…貸家、アパート、貸宅地、小作料などの家賃や地代による収入です。

Ｍ Ｊ＋Ｋ＋Ｌ

Ｆ＋Ｇ　（最高　28, 000円）

Ｈ＋Ｉ　（最高　28, 000円）

生命保険料控除額　（最高　70, 000円）

※Ｇの金額が28, 000円を超えている場合には、Ｋ＝Ｇで計算してください。（最高　35, 000円）

※Ｉの金額が28, 000円を超えている場合には、Ｌ＝Ｉで計算してください。（最高　35, 000円）

Ｌ（個人年金保険料の計）

Ｋ（一般の保険料の計） 円

円

円

　　※生命保険料控除額の計算

　　　作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工、漁業などの事業から生ずる収入です。
　　ア「営業等」…卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業、医師、弁護士、

　　　業から生ずる収入です。
　　イ「農業」…野菜、果樹などの栽培、農産物の生産、農家が兼営する家畜、家きんなどの飼育、酪農物の生産などの事

　　　資信託の収益の分配などの収入です。
　　オ「配当」…利益の配当、剰余金の分配、特定株式の収益の分配、私募証券投資信託の収益の分配、一般外貨建証券投

民年金、厚生年金保険料などの金額が控除されます。（証明書類が必要）

（証明書類が必要）

　　　に控除されます。

　　　額の多少にかかわらず、全てのものについて証明書類が必要です。

控除されます。（証明書類が必要）

約を除く）に基づく掛金、企業型（個人型）年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金が控除されます。

　　　一般の生命保険料のうち旧生命保険料については１口が9, 000円を超えるもの、またそれ以外の保険料については金

新
制
度

支払保険料等の全額
支払保険料等×0. 5＋6, 000円
支払保険料等×0. 25＋14, 000円
一律28, 000円56, 001円～

32, 001円～56, 000円
12, 001円～32, 000円
～12, 000円

控　　除　　額年間の支払保険料等

個人年金保険料
介護医療保険料

年間の支払保険料（合計）保険料の種類（新制度のみ）

円
円
円

Ｅ
Ｃ
Ａ

Ｈ
Ｊ

Ｆ

円
円
円

控　除　額

個人年金保険料

年間の支払保険料（合計）

円
円

円
円

控　除　額
平成24年１月１日以後に契約した保険料（新制度）の場合 平成23年12月31日以前に契約した保険料（旧制度）の場合

Ｂ
Ｄ

Ｇ
Ｉ

保険料の種類（旧制度のみ）
一般の保険料一般の保険料

控　　除　　額年間の支払保険料等

旧
制
度

～15, 000円
15, 001円～40, 000円
40, 001円～70, 000円
70, 001円～

支払保険料等の全額
支払保険料等×0. 5＋7, 500円
支払保険料等×0. 25＋17, 500円
一律35, 000円

譲渡した資産の保有期間が５年以内のものは「短期」、５年を超えるものは「長期」となります。

　　※「自動車損害賠償責任保険」などは対象にはなりません。
　　地震保険料控除額の計算

　　地震保険料控除額

㉑、㉒「配偶者控除・配偶者特別控除」…あなたの合計
　所得金額が1,000万円以下で、令和７年中の合計所得金
　額が一定金額以下の配偶者を有する場合、配偶者の名
　前、個人番号（マイナンバー）、配偶者の合計所得金額
　等を記入してください。事業専従者は該当しません。
　※控除額については裏面をご覧ください。

　　※　申告書表面「４．所得から差し引かれる金額」の「⑯地震保険料控除」に転記してください。

　　※申告書表面「４．所得から差し引かれる金額」の「⑮生命保険料控除」に転記してください。

　　シ「一時」…懸賞の賞金品、生命保険金などの一時的な性質の収入です。

コ、サ「総合譲渡」…機械、特許権、ゴルフ会員権、競走馬、書画、こっとう、貴金属などの資産の譲渡による収入です。

キ、ク、「雑」…原稿料、講演料、印税など他の所得にあてはまらない収入です。国民年金、厚生年金、恩給などの公的年
ケ　　については「公的年金等」欄に、副業などの業務に係る収入については「業務」欄に記入してください。

①～⑪上記「１収入金額等について」のアからシの収入から必要経費等を差し引いたあとの金額です。
　　　⑥「給与」及び⑦～⑨「雑」のうち公的年金等の所得については「申告書の書き方｣（本用紙)の裏面に記載の速算表
　　　を基に、それ以外については申告書裏面の各該当項目を基に計算してください。

⑫「合計」…◯１から⑪の合計額を記入してください。

控除額＝支払い金額の全額

控除額＝支払い金額の全額

 72, 000

 93, 000

150, 000

150, 000

 57, 000

 61, 000

 59, 000

192

 24, 000

5, 000, 000

100, 000

120, 000
778, 000
1, 000, 000

400, 000

1, 400, 000

100, 000

120, 000
28, 000

500, 000

2, 148, 000
150, 000

70, 000
10, 000

530, 000
330, 000
450, 000
410, 000
430, 000
2, 380, 000

200, 000
2, 580, 000

100, 000

400, 000

この例の場合、給
与所得控除65万円
と所得金額調整控
除（表面参照）に
より、収入金額か
ら合計75万円引い
た金額が入ります。

寡　　婦

ひとり親

寡婦になった原因

子以外の扶養親族がいる

死別

実婚は除く）

ふじみ野　二郎
フ ジ ミ ノ ジロウ

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1

扶養になっていない子に限る）がいる
生計を一にする子（総所得金額等が58万円以下で、他の人の

離別

死別、離別、未婚（事
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控除額＝26万円

⑲「勤労学生控除」　　　　　　　　　…令和７年12月31日現在あなたが大
　学などの学生で合計所得金額が85万円以下であり、そ
　のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に記
　入してください。

個人番号（マイナンバー）

30万円（特別障害者）、
53万円（同居特別障害者）

控除額＝26万円（障害者）、

⑳「障害者控除」　　　　　　　　…令和７年12月31日現在、あなた、あ
　るいはあなたと生計を一にする合計所得金額が58万円
　以下の配偶者又は扶養親族が障害者控除に該当する場
　合は、その方の名前と　　　　　　　　　　　、障害
　の程度を記入してください。

※「障害者控除」は、令和７年12月31日に障害の程度を
　記載した手帳等の交付対象である方が該当となります。
　「特別障害者控除」とは、そのうち特に重度の障害が
　ある方が該当になり、障害の程度が、身体障害者手帳
　の１、２級、精神障害者保健福祉手帳の１級、療育手
　帳のⒶ、Ａとなる方などが対象です。
※手帳等の内容は、県ごとで異なることがあります。

⑬「社会保険料控除」…令和７年中に支払った健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国

⑭「小規模企業共済等掛金控除」…令和７年中に支払った中小企業基盤整備機構と契約した共済契約（旧第２種共済契

⑮「生命保険料控除」…令和７年中に生命保険、簡易保険、農協の生命共済、個人年金保険料などの支払いがある場合

4 所得から差し引かれる金額について

㉖「⑬から㉕までの計」　　　　　　　　　　　…⑬から㉕の合計額を記入して
　ください。

㉙「合計」…㉖から㉘の合計額を記入してください。

⑬～㉕、㉗、㉘上記「３所得から差し引かれる金額に関
　する事項」の該当項目にて求めた控除額を記入してく
　ださい。

イナンバー）
個人番号（マ

㉓「扶養控除」　　　　　　　…あなたが、令和７年中の合計所得金額
　が58万円以下で生計を一にする親族（16歳未満の親族
　を含む。）を扶養する場合、親族の名前、　　　　　
　　　　　　　等を記入してください。配偶者や事業専
　従者は該当しません。
　※控除額については裏面をご覧ください。

㉔「特定親族特別控除」…あなたが、令和７年中の合計
　所得金額が一定金額以下の特定親族（平成15年１月２
　日～平成19年１月１日生まれの親族）を有する場合、
　親族の名前、個人番号（マイナンバー）、親族の合計
　所得金額等を記入してください。配偶者や事業専従者
　は該当しません。
　※控除額については裏面をご覧ください。

　Ｂ 実質損失額のうち災害関連支出の金額－５万円
　Ａ 実質損失額－総所得金額等の合計額×10％

控除額＝次のＡ・Ｂいずれか多い金額

㉗「雑損控除」　　　　　　　…令和７年中に火災や盗難などで住宅や
　家財などの資産に損害を受けたり、雪おろし費用等災
　害関連の支出をした場合に控除されます。（証明書と、
　記入済の計算書が必要）

　控除額＝（スイッチOTC医薬品の購入費－保険金など
　で補塡される金額）－１万２千円

控除額　　　　＝（支払った医療費－保険金などで補塡される
　金額）－（10万円または総所得金額等の５％とのいず
　れか少ない方の金額）

※医療費控除との選択適用であり、両方の控除を受ける
　ことはできません

㉘「医療費控除」　　　　　　　　…令和７年中にあなたやあなたと生計
　を一にする人のために支払った医療費がある場合に控
　除されます。控除額は200万円が限度です。（記入済の
　明細書が必要）

「セルフメディケーション税制」　　　　　　　　　　　　　　　　…令和７年中にあな
　たやあなたと生計を一にする人のために支払ったス
　イッチOTC医薬品の購入費がある場合に控除されます。
　控除額は８万８千円が限度です。（記入済の明細書と、
　健康増進や疾病予防のための一定の取組を行ったこと
　がわかる書類が必要）

⑯「地震保険料控除」…令和７年中に地震等損害部分に係る損害保険、火災保険、火災共済などの支払いがある場合に

8

36

41

15

⑰、⑱「寡婦･ひとり親控除」…令和７年12月31日現在においてあなたが次のいずれかに該当する場合に記入してください。

勤務先から「令和７年分給与所得の源泉徴収票」をもらった人は、申告書に添付してください。

子

24
0
3

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
ふじみ野　二郎
フ ジ ミ ノ　 ジロウ 17

子

19
0
7

× × × × × × × × × × × ×
ふじみ野　三郎
フ ジ ミ ノ　サブロウ 7

〇〇卸売業


